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議案第１号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 令和５年度狭山市一般会計補正予算（第８号）について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、そ

の承認を求める。 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 
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別紙 

専  決  処  分  書 

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定により、専決処分する。 

 

令和５年度狭山市一般会計補正予算（第８号） 

 

補正予算別冊のとおり 

 

 

  令和６年１月２２日 

 

       狭山市長 小谷野  剛 



令和５年度狭山市一般会計補正予算（第８号） 

 

 

 令和５年度狭山市一般会計の補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

１ 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４４，４１２千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ５５，４８５，７１６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「別表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10,328,444 44,412 10,372,856

1 6,526,958 44,412 6,571,370

55,441,304 44,412 55,485,716                      歳             入             合             計

 別表　歳入歳出予算補正

16 国庫支出金

国庫負担金

歳  入 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額 計



4,900,039 44,412 4,944,451

1 2,844,028 44,412 2,888,440

55,441,304 44,412 55,485,716                      歳            出            合            計

4 衛 生 費

保健衛生費

歳  出 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額 計
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議案第２号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 令和５年度狭山市一般会計補正予算（第９号）について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、そ

の承認を求める。 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 
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別紙 

専  決  処  分  書 

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定により、専決処分する。 

 

令和５年度狭山市一般会計補正予算（第９号） 

 

補正予算別冊のとおり 

 

 

令和６年１月３０日 

 

       狭山市長 小谷野  剛 



令和５年度狭山市一般会計補正予算（第９号） 

 

 

 令和５年度狭山市一般会計の補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

１ 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３７１，６５２千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ５５，８５７，３６８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「別表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10,372,856 371,652 10,744,508

2 3,764,810 371,652 4,136,462

55,485,716 371,652 55,857,368

歳  入 （単位：千円）

 別表　歳入歳出予算補正

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額 計

                      歳             入             合             計

16 国庫支出金

国庫補助金



25,464,152 371,652 25,835,804

1 12,563,616 371,652 12,935,268

55,485,716 371,652 55,857,368

歳  出 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額 計

                      歳            出            合            計

3 民 生 費

社会福祉費
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議案第３号 

 

   狭山市副市長の選任について 

 

 下記の者を狭山市副市長に選任したいので、議会の同意を求める。 

 

記 

 

住  所  狭山市大字水野５１０番地の４０ 

氏  名  𠮷 田  敦 

生年月日  昭和３５年１月２９日 

 

 

令和６年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市副市長𠮷田敦氏は、令和６年３月３１日をもって任期満了となるが、同氏

を再任することについて議会の同意を得たいので、地方自治法第１６２条の規定によ

り、この案を提出するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （略）            

  （略）            
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議案第４号 

 

   狭山市農業委員会委員の任命について 

 

 下記の者を狭山市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

記 

 

住  所  狭山市大字中新田１１０３番地 

氏  名  落 合 房 子 

生年月日  昭和２９年１月２日 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市農業委員会委員落合房子氏は、令和６年４月３０日をもって任期満了となる

が、同氏を再任することについて議会の同意を得たいので、農業委員会等に関する法

律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （略）            

  （略）            
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議案第５号 

 

   狭山市農業委員会委員の任命について 

 

 下記の者を狭山市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

記 

 

住  所  狭山市大字笹井２６９５番地の３ 

氏  名  浅 見 誠 次 

生年月日  昭和３２年１月１５日 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市農業委員会委員浅見誠次氏は、令和６年４月３０日をもって任期満了となる

が、同氏を再任することについて議会の同意を得たいので、農業委員会等に関する法

律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （略）            

  （略）            
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議案第６号 

 

   狭山市農業委員会委員の任命について 

 

 下記の者を狭山市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

記 

 

住  所  狭山市大字北入曽１３６５番地 

氏  名  仲 川 知 範 

生年月日  昭和４３年４月４日 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市農業委員会委員仲川知範氏は、令和６年４月３０日をもって任期満了となる

が、同氏を再任することについて議会の同意を得たいので、農業委員会等に関する法

律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （略）            

  （略）            
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議案第７号 

 

   狭山市農業委員会委員の任命について 

 

 下記の者を狭山市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

記 

 

住  所  狭山市柏原１５７２番地 

氏  名  増 田 棟 順 

生年月日  昭和３３年１１月１３日 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市農業委員会委員増田棟順氏は、令和６年４月３０日をもって任期満了となる

が、同氏を再任することについて議会の同意を得たいので、農業委員会等に関する法

律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （略）            

  （略）            
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議案第８号 

 

   狭山市農業委員会委員の任命について 

 

 下記の者を狭山市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

記 

 

住  所  狭山市柏原２０６８番地の５ 

氏  名  増 田  茂 

生年月日  昭和３２年１月３１日 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市農業委員会委員増田茂氏は、令和６年４月３０日をもって任期満了となるが、

同氏を再任することについて議会の同意を得たいので、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （略）            

  （略）            
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議案第９号 

 

   狭山市農業委員会委員の任命について 

 

 下記の者を狭山市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

記 

 

住  所  狭山市入間川１１７６番地の７ 

氏  名  渡 邉 隆 夫 

生年月日  昭和３０年１月５日 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市農業委員会委員渡邉隆夫氏は、令和６年４月３０日をもって任期満了となる

が、同氏を再任することについて議会の同意を得たいので、農業委員会等に関する法

律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （略）            

  （略）            



  （略）            

  （略）            

  （略）            

  （略）            
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議案第１１号 

 

   狭山市農業委員会委員の任命について 

 

 下記の者を狭山市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

記 

 

住  所  狭山市大字上奧富３０４番地の１ 

氏  名  大 野 博 文 

生年月日  昭和３０年７月２９日 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市農業委員会委員は、令和６年４月３０日をもって任期満了となるが、新たに

大野博文氏を任命することについて議会の同意を得たいので、農業委員会等に関する

法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （略）            

  （略）            
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議案第１２号 

 

   狭山市農業委員会委員の任命について 

 

 下記の者を狭山市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

記 

 

住  所  狭山市大字下奥富７５６番地の４ 

氏  名  齋 藤 栄 一 

生年月日  昭和２６年７月１７日 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市農業委員会委員は、令和６年４月３０日をもって任期満了となるが、新たに

齋藤栄一氏を任命することについて議会の同意を得たいので、農業委員会等に関する

法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （略）            

  （略）            
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議案第１３号 

 

   狭山市農業委員会委員の任命について 

 

 下記の者を狭山市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

記 

 

住  所  狭山市広瀬２丁目２６番１６号 

氏  名  堀 口 一 男 

生年月日  昭和３０年２月１９日 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市農業委員会委員は、令和６年４月３０日をもって任期満了となるが、新たに

堀口一男氏を任命することについて議会の同意を得たいので、農業委員会等に関する

法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （略）            

  （略）            
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議案第１４号 

 

   狭山市農業委員会委員の任命について 

 

 下記の者を狭山市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

記 

 

住  所  狭山市大字北入曽８番地の１ 

氏  名  清 水 芳 則 

生年月日  昭和４３年１１月１５日 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市農業委員会委員は、令和６年４月３０日をもって任期満了となるが、新たに

清水芳則氏を任命することについて議会の同意を得たいので、農業委員会等に関する

法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （略）            

  （略）            
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議案第１５号 

 

   狭山市農業委員会委員の任命について 

 

 下記の者を狭山市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

記 

 

住  所  狭山市大字堀兼１２６１番地 

氏  名  森 田 依見子 

生年月日  昭和３２年１２月２３日 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市農業委員会委員は、令和６年４月３０日をもって任期満了となるが、新たに

森田依見子氏を任命することについて議会の同意を得たいので、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （略）            

  （略）            
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議案第１６号 

 

   狭山市農業委員会委員の任命について 

 

 下記の者を狭山市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

記 

 

住  所  狭山市大字堀兼１８５９番地 

氏  名  室 岡 芳 浩 

生年月日  昭和３５年９月１６日 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市農業委員会委員は、令和６年４月３０日をもって任期満了となるが、新たに

室岡芳浩氏を任命することについて議会の同意を得たいので、農業委員会等に関する

法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （略）            

  （略）            
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議案第１７号 

 

   狭山市農業委員会委員の任命について 

 

 下記の者を狭山市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

記 

 

住  所  狭山市大字青柳５４８番地 

氏  名  下 村 辰 次 

生年月日  昭和３５年７月７日 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市農業委員会委員は、令和６年４月３０日をもって任期満了となるが、新たに

下村辰次氏を任命することについて議会の同意を得たいので、農業委員会等に関する

法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （略）            

  （略）            
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議案第１８号 

 

   狭山市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

 下記の者を狭山市固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、議会の同意を求

める。 

 

記 

 

住  所  狭山市狭山台１丁目２５番地の５ 

氏  名  清 水 七都子 

生年月日  昭和３１年８月７日 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市固定資産評価審査委員会委員清水七都子氏は、令和６年３月３１日をもって

任期満了となるが、同氏を再任することについて議会の同意を得たいので、地方税法

第４２３条第３項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （略）            

  （略）            
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議案第１９号 

 

   狭山市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

 下記の者を狭山市固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、議会の同意を求

める。 

 

記 

 

住  所  狭山市大字笹井３０４１番地の４ 

氏  名  古 谷 貢 男 

生年月日  昭和２８年９月９日 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市固定資産評価審査委員会委員古谷貢男氏は、令和６年３月３１日をもって任

期満了となるが、同氏を再任することについて議会の同意を得たいので、地方税法第

４２３条第３項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （略）            

  （略）            
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議案第２０号 

 

   狭山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例 

 狭山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第２８

号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」

に改め、同条第３項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事

務」に、「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改め、同

項ただし書中「当該特定個人情報」を「当該利用特定個人情報」に改める。 

 別表第２の１の項を次のように改める。 

１ 市長 生活保護法の規定に準じて行う生活

に困窮する外国人に対する生活保護

の措置に関する事務であって規則で

定めるもの 

健康保険法（大正１１年

法律第７０号）、船員保

険法（昭和１４年法律第

７３号）、私立学校教職

員共済法（昭和２８年法

律第２４５号）、国家公

務 員 共 済 組 合 法 （ 昭 和 

３ ３ 年 法 律 第 １ ２ ８

号 ） 、 国 民 健 康 保 険 法

（ 昭 和 ３ ３ 年 法 律 第  

１９２号）、地方公務員

等共済組合法（昭和３７

年法律第１５２号）又は

高齢者の医療の確保に関

する法律（昭和５７年法

律第８０号）による医療

に関する給付の支給又は

保険料の徴収に関する情

報（以下「医療保険給付

関係情報」という。）で

あって規則で定めるもの 

雇用保険法（昭和４９年

法律第１１６号）による

給付の支給に関する情報

であって規則で定めるも

の 
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職業訓練の実施等による

特定求職者の就職の支援

に関する法律（平成２３

年法律第４７号）による

職業訓練受講給付金の支

給に関する情報であって

規則で定めるもの 

児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）による

小児慢性特定疾病医療費

若しくは障害児入所給付

費の支給又は療育の給付

に関する情報であって規

則で定めるもの 

母子及び父子並びに寡婦

福祉法（昭和３９年法律

第１２９号）による資金

の貸付け又は給付金の支

給に関する情報であって

規則で定めるもの 

障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援す

るための法律（平成１７

年法律第１２３号）によ

る自立支援給付の支給に

関する情報であって規則

で定めるもの 

難病の患者に対する医療

等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 

２６年法律第５０号）に

よる特定医療費の支給に

関する情報であって規則

で定めるもの 

生活保護法による保護の

実施又は就労自立給付金

若しくは進学準備給付金

の支給に関する情報（以

下「生活保護関係情報」

という。）であって規則

で定めるもの 

児 童 扶 養 手 当 法 （ 昭 和 

３６年法律第２３８号）

による児童扶養手当の支
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給に関する情報であって

規則で定めるもの 

特別児童扶養手当等の支

給 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 

３９年法律第１３４号）

に よ る 特 別 児 童 扶 養 手

当、障害児福祉手当若し

くは特別障害者手当又は

国民年金法等の一部を改

正する法律(昭和６０年

法 律 第 ３ ４ 号 ) 附 則 第 

９７条第１項の福祉手当

の 支 給 に 関 す る 情 報 で 

あって規則で定めるもの 

地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）その他の

地方税に関する法律に基

づく条例の規定により算

定した税額又はその算定

の基礎となる事項に関す

る情報（以下「地方税関

係 情 報 」 と い う 。 ） で 

あって規則で定めるもの 

母子保健法（昭和４０年

法律第１４１号）による

養育医療の給付又は養育

医療に要する費用の支給

に関する情報であって規

則で定めるもの 

児童手当法（昭和４６年

法律第７３号）による児

童手当又は特例給付の支

給に関する情報であって

規則で定めるもの 

介護保険法（平成９年法

律第１２３号）による保

険給付の支給、地域支援

事業の実施又は保険料の

徴収に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

国民年金法（昭和３４年

法律第１４１号）、私立

学校教職員共済法、厚生
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年金保険法（昭和２９年

法律第１１５号）、国家

公務員共済組合法又は地

方公務員等共済組合法に

よる年金である給付の支

給又は保険料の徴収に関

する情報であって規則で

定めるもの 

特定障害者に対する特別

障害給付金の支給に関す

る法律（平成１６年法律

第１６６号）による特別

障害給付金の支給に関す

る情報であって規則で定

めるもの 

年金生活者支援給付金の

支給に関する法律（平成

２４年法律第１０２号）

による年金生活者支援給

付金の支給に関する情報

であって規則で定めるも

の 

特別支援学校への就学奨

励 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 

２９年法律第１４４号）

による特別支援学校への

就学のため必要な経費の

支弁に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

学 校 保 健 安 全 法 （ 昭 和 

３３年法律第５６号）に

よる医療に要する費用に

ついての援助に関する情

報であって規則で定める

もの 

労働施策の総合的な推進

並びに労働者の雇用の安

定及び職業生活の充実等

に関する法律（昭和４１

年法律第１３２号）によ

る職業転換給付金の支給

に関する情報であって規

則で定めるもの 
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地 方 公 務 員 災 害 補 償 法

（ 昭 和 ４ ２ 年 法 律 第  

１２１号）による公務上

の災害又は通勤による災

害に対する補償に関する

情報であって規則で定め

るもの 

中国残留邦人等支援給付

等 の 支 給 に 関 す る 情 報

（以下「中国残留邦人等

支援給付等関係情報」と

いう。）であって規則で

定めるもの 

公的給付の支給等の迅速

かつ確実な実施のための

預貯金口座の登録等に関

する法律（令和３年法律

第３８号）第３条第３項

第１号から第３号までに

規定する事項であって規

則で定めるもの 

 別表第２の２の項中「住民票関係情報」を「住民基本台帳法（昭和４２年法律第 

８１号）第７条第４号に規定する事項（以下「住民票関係情報」という。）」に、 

「障害者関係情報」を「身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）による身体

障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３ 

号）による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７ 

号）にいう知的障害者に関する情報（以下「障害者関係情報」という。）」に改め、

同表４の項中「（平成１７年法律第１２３号）」を削る。 

   附 則 

 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日から施行する。 
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  令和６年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に

伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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議案第２１号 

 

   狭山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

 狭山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年条例第１６号）の一

部を次のように改正する。 

 第１４条第２項第２０号中「７月から９月まで」を「６月から１０月まで」に改め

る。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 国家公務員の特別休暇制度の改正に鑑み、夏季休暇の対象期間を拡大したいので、

この案を提出するものである。 
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議案第２２号 

 

   狭山市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

 狭山市会計年度任用職員の報酬等に関する条例（令和元年条例第８号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第１項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改め、同条第９

項中「期末手当」の次に「及び勤勉手当」を加える。 

第４条（見出しを含む。）中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改

める。 

第６条第１項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改め、同条第７

項中「期末手当」の次に「及び勤勉手当」を加える。 

   附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 狭山市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

   第５条の３第２項中「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の

２第１項に規定する会計年度任用職員を除く。）」を削る。 

  第６条中「地方公務員法」の次に「（昭和２５年法律第２６１号）」を加える。 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 地方自治法の改正等に鑑み、会計年度任用職員に勤勉手当を支給するため、所要の

改正をしたいので、この案を提出するものである。 



- 49 - 

 

議案第２３号 

 

   狭山市事務手数料条例の一部を改正する条例 

 狭山市事務手数料条例（昭和５１年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 別表２７の項中「第１２０条第１項」の次に「、第１２０条の２第１項」を加え、

「磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を

証明した書面」を「戸籍証明書」に改め、同表中５９の項を６１の項とし、３３の項

から５８の項までを２項ずつ繰り下げ、同表３２の項中「書類」の次に「又は同法第

１２０条の６第１項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したもの」を加え、同項

を同表３４の項とし、同表３１の項中「又は」を「、」に改め、「ついての証明書」

の次に「又は同法第１２０条の６第１項の規定に基づく届書等情報の内容についての

証明書」を加え、同項を同表３３の項とし、同表中３０の項を３１の項とし、同項の

次に次のように加える。 

３２ 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に基

づく除籍電子証明書提供用識別符号の発

行（情報通信技術を活用した行政の推進

等に関する法律第７条第１項の規定によ

り同法第６条第１項に規定する電子情報

処理組織を使用する方法（総務省令で定

めるものに限る。以下この項において同  

じ。）により除籍電子証明書提供用識別

符号の発行を行う場合（当該発行に係る

除籍電子証明書の請求が同条第１項の規

定により同項に規定する電子情報処理組

織を使用する方法により行われた場合に

限る。）における当該発行及び除籍電子

証明書提供用識別符号の発行に係る除籍

電子証明書の請求を行う者が同時に当該

除籍電子証明書が証明する事項と同一の

事項を証明する除かれた戸籍の謄本若し

くは抄本又は除籍証明書の請求を行う場

合における当該発行を除く。） 

７００円 

 別表２９の項中「第１２０条第１項」の次に「、第１２０条の２第１項」を加え、

「磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しく

は一部を証明した書面」を「除籍証明書」に改め、同項を同表３０の項とし、同表 

２８の項の次に次のように加える。 

２９ 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に基

づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発

４００円 
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行（情報通信技術を活用した行政の推進

等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第  

１５１号）第７条第１項の規定により同

法第６条第１項に規定する電子情報処理

組織を使用する方法（総務省令で定める

も の に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同  

じ。）により戸籍電子証明書提供用識別

符号の発行を行う場合（当該発行に係る

戸籍電子証明書の請求が同条第１項の規

定により同項に規定する電子情報処理組

織を使用する方法により行われた場合に

限る。）における当該発行及び戸籍電子

証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍

電子証明書の請求を行う者が同時に当該

戸籍電子証明書が証明する事項と同一の

事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本

又は戸籍証明書の請求を行う場合におけ

る当該発行を除く。） 

   附 則 

 この条例は、令和６年３月１日から施行する。 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

        狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 戸籍法の改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付等に係る手数料を定めるとともに、

所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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議案第２４号 

 

   狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 

 狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条

例第１３号）の一部を次のように改正する。 

 第２５条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をしたい

ので、この案を提出するものである。 
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議案第２５号 

 

   狭山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

 狭山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例（平成２６年条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 第１５条第１項第２号中「同条第１１項」を「同条第１０項」に改め、同項第４号

中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

 第３５条第３項中「同条第１号又は第２号」を「同号又は同条第２号」に改め、 

「、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の数」とあるのは「同

条第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の数」と」を削る。 

 第３６条第３項中「第６条第２項中」の次に「「特定教育・保育施設（認定こども

園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施

設（特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。）」と、」

を加え、「第１３条第２項」を「「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利

用定員の数」とあるのは「同条第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用

定員の数」と、第１３条第２項」に改める。 

 第４４条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の改正に伴い、所

要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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議案第２６号 

 

   狭山市心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例 

 狭山市心身障害者医療費支給条例（昭和４９年条例第２号）の一部を次のように改

正する。 

第３条第１項第１号中クをコとし、イからキまでをエからケまでとし、アの次に次

のように加える。 

イ 他の市町村から援護を受け、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条

第１１項に規定する特定施設に入居し、又は同条第２５項に規定する介護保険

施設に入所している者 

ウ 他の市町村長が老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１１条第１項第

１号の規定により、同法第２０条の４に規定する養護老人ホームに入所を委託

している者 

第３条第１項中第１１号を第１３号とし、第３号から第１０号までを２号ずつ繰り

下げ、第２号の次に次の２号を加える。 

（３）本市から援護を受け、本市の区域外に設置されている介護保険法第８条第１１

項に規定する特定施設に入居し、又は同条第２５項に規定する介護保険施設に入

所している者 

（４）市長が老人福祉法第１１条第１項第１号の規定により、本市の区域外に設置さ

れている同法第２０条の４に規定する養護老人ホームに入所を委託している者 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

   ２ 改正後の第３条第１項第１号イ及びウ、第３号並びに第４号の規定は、令和５年

４月１日以後に当該施設に入居し、又は入所した者について適用し、同日前に当該

施設に入居し、又は入所した者については、なお従前の例による。 
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  令和６年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴い、心身

障害者医療費の支給対象者に係る規定を改めたいので、この案を提出するものである。 
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議案第２７号 

 

   狭山市介護保険条例の一部を改正する条例 

 狭山市介護保険条例（平成１２年条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

 第４条を次のように改める。 

 （保険料率） 

第４条 令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲

げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

（１）介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）第３８

条第１項第１号に掲げる者 ３万７１３円 

（２）令第３８条第１項第２号に掲げる者 ４万６，２３８円 

（３）令第３８条第１項第３号に掲げる者 ４万６，５７５円 

（４）令第３８条第１項第４号に掲げる者 ６万７５０円 

（５）令第３８条第１項第５号に掲げる者 ６万７，５００円 

（６）令第３８条第１項第６号に掲げる者 ８万１，０００円 

（７）令第３８条第１項第７号に掲げる者 ８万７，７５０円 

（８）令第３８条第１項第８号に掲げる者 １０万１，２５０円 

（９）令第３８条第１項第９号に掲げる者 １１万４，７５０円 

（１０）令第３８条第１項第１０号に掲げる者 １２万８，２５０円 

（１１）令第３８条第１項第１１号に掲げる者 １４万１，７５０円 

（１２）令第３８条第１項第１２号に掲げる者 １５万５，２５０円 

（１３）令第３８条第１項第１３号に掲げる者 １６万２，０００円 

２ 令和６年度から令和８年度までの令第３８条第１項第６号の基準所得金額は、同

条第６項の規定に基づく介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下

「施行規則」という。）第１４３条の規定にかかわらず、１２５万円とする。 

３ 令和６年度から令和８年度までの令第３８条第１項第８号の基準所得金額は、同

条第８項の規定に基づく施行規則第１４３条の３の規定にかかわらず、５００万円

とする。 

４ 令和６年度から令和８年度までの令第３８条第１項第９号の基準所得金額は、同

条第９項第１号の規定にかかわらず、８００万円とする。 

５ 令和６年度から令和８年度までの令第３８条第１項第１０号の基準所得金額は、

同条第９項第２号の規定にかかわらず、１，０００万円とする。 
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６ 令和６年度から令和８年度までの令第３８条第１項第１１号の基準所得金額は、

同条第９項第３号の規定にかかわらず、１，２００万円とする。 

７ 令和６年度から令和８年度までの令第３８条第１項第１２号の基準所得金額は、

同条第９項第４号の規定にかかわらず、１，５００万円とする。 

８ 第１項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和６

年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、

１万９，２３８円とする。 

９ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦

課に係る令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率について準用す

る。この場合において、前項中「１万９，２３８円」とあるのは、「３万    

２，７３８円」と読み替えるものとする。 

１０ 第８項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減

額賦課に係る令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率について準

用する。この場合において、第８項中「１万９，２３８円」とあるのは、「４万 

６，２３８円」と読み替えるものとする。 

 第７条第３項中「第３９条第１項第１号イ」を「第３８条第１項第１号イ」に、 

「若しくは第５号ロ又は第４条第１項第６号イ、第７号イ、第８号イ、第９号イ、第

１０号イ若しくは第１１号イ」を「、第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ、第

９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ又は第１２号ロ」に、「令第３９条第１項第１号か

ら第５号まで又は第４条第１項第６号から第１１号まで」を「同項第１号から第１２

号まで」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第４条及び第７条第３項の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、令和５年度分までの保険料については、なお従前の例による。 
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  令和６年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るため、第１号被保険者の保険料率

を改定し、及び介護保険法施行令の改正に伴い、新たに保険料率の段階を定めるとと

もに、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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議案第２８号 

 

   狭山市空家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例 

 狭山市空家等の適正管理に関する条例（平成２９年条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第８条第１項中「第７条第１項」を「第８条第１項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 空家等対策の推進に関する特別措置法の改正に伴い、所要の改正をしたいので、こ

の案を提出するものである。 



- 63 - 

 

議案第２９号 

 

   狭山市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 狭山市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年条例第２５号）

の一部を次のように改正する。 

 第３条第２項第１号中「別表のとおり」を「狭山市の全域」に改め、同項第２号中 

「１７万３，２００人」を「１４万７，１００人」に改め、同項第３号中「８万  

５，０００立方メートル」を「５万４，３００立方メートル」に改める。 

 第６条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改める。 

 別表を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第６条の改正規定は、令和６年４月

１日から施行する。 

 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 航空自衛隊入間基地への給水を実施するため、給水区域に係る規定を改めるととも

に、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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議案第３０号 

 

   狭山市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 

 狭山市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４２年条例第１４号）の

一部を次のように改正する。 

 第１８条第１項中「、第６条の２及び第１４条」を「及び第６条の２」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 地方自治法の改正等に鑑み、会計年度任用職員に勤勉手当を支給するため、所要の

改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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議案第３１号 

 

   狭山市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 狭山市水道事業給水条例（平成１０年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２号中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 水道法の改正に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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議案第３２号 

 

令和５年度狭山市一般会計補正予算（第１０号） 

 

 

補正予算別冊のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 



令和５年度狭山市一般会計補正予算（第１０号） 

 

 

 令和５年度狭山市一般会計の補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２５９，０９６千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ５５，５９８，２７２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に

繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更及び廃止は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3,875,258 289,065 4,164,323

1 3,875,258 289,065 4,164,323

10,744,508 128,327 10,872,835

1 6,571,370 171,345 6,742,715

2 4,136,462 △43,018 4,093,444

3,592,437 58,862 3,651,299

1 2,498,616 66,083 2,564,699

2 736,094 △7,221 728,873

170,000 0 170,000

1 170,000 0 170,000

3,974,940 △146,600 3,828,340

2 3,721,731 △146,600 3,575,131

1,283,874 2,050 1,285,924

6 698,654 2,050 700,704

1,802,520 △590,800 1,211,720

1 1,802,520 △590,800 1,211,720

55,857,368 △259,096 55,598,272

歳  入 （単位：千円）

 第１表　歳入歳出予算補正

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額 計

12 地方交付税

地方交付税

16 国庫支出金

国庫負担金

国庫補助金

17 県支出金

県負担金

県補助金

19 寄 附 金

寄 附 金

20 繰 入 金

基金繰入金

22 諸 収 入

雑　　入

                      歳             入             合             計

23 市　　債

市　　債



8,116,588 278,246 8,394,834

1 6,908,256 261,276 7,169,532

2 559,261 11,990 571,251

3 384,521 4,980 389,501

25,835,804 307,830 26,143,634

1 12,935,268 31,287 12,966,555

2 10,633,162 197,522 10,830,684

3 2,260,332 79,021 2,339,353

4,944,451 7,515 4,951,966

1 2,888,440 7,515 2,895,955

186,675 △4,730 181,945

1 186,675 △4,730 181,945

4,360,300 △63,316 4,296,984

2 910,883 △7,146 903,737

3 3,117,263 △56,170 3,061,093

4,957,943 △784,641 4,173,302

1 791,939 0 791,939

2 897,010 △8,059 888,951

3 1,232,241 △772,582 459,659

5 753,694 △4,000 749,694

55,857,368 △259,096 55,598,272

歳  出 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額 計

2 総 務 費

総務管理費

徴 税 費

戸籍住民基本台帳費

3 民 生 費

社会福祉費

児童福祉費

生活保護費

4 衛 生 費

保健衛生費

6 農林水産業費

農 業 費

8 土 木 費

道路橋りよう費

都市計画費

10 教 育 費

教育総務費

小学校費

                      歳            出            合            計

中学校費

社会教育費



第２表 繰越明許費 

 

（単位：千円） 

款 項 事  業  名 金   額 

２ 総 務 費 

２ 徴 税 費 
物価高騰重点支援事業 

（市民税課） 
１１，９９０ 

３ 戸籍住民基本台

帳費 

戸籍管理事業 ２５，３４４ 

住民基本台帳管理事業 １３，８８５ 

３ 民 生 費 １ 社会福祉費 
物価高騰重点支援事業 

（福祉政策課） 
４８９，３３６ 

４ 衛 生 費 １ 保健衛生費  

新型コロナウイルスワクチン

接種体制確保事業 
１，９８５ 

新型コロナウイルスワクチン

接種事業 
６０，０００ 

８ 土 木 費 

２ 道路橋りよう費 道路改良事業 １，３２０ 

３ 都市計画費 

入曽駅周辺整備事業 ６４６，１０８ 

狭山市駅加佐志線整備事業 １０９，５１８ 

１０ 教 育 費 ５ 社会教育費 指定文化財管理事業 １，２２０ 

 



 

 

第３表 地方債補正 

変 更                      （単位：千円） 

起 債 の 目 的 区 分 限 度 額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法 

入曽駅周辺整備事業費 

補正前 425,000 

普通貸借 

又は 

証券発行 

４．０％以内 

借入先の融通条件によ

る。ただし、市財政の

都合により据置期間を

短縮し、若しくは繰上

償還し、又は低利に借

換えすることができる。 

補正後 340,400 同 上 同  上 同   上 

小学校校舎空調設備 

改 修 事 業 費  

補正前 14,700 同 上 同  上 同   上 

補正後 33,500 同 上 同  上 同   上 

 

廃 止                      （単位：千円） 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法 

中学校校舎等改修事業費 525,000 

普通貸借 

又は 

証券発行 

４．０％以内 

借入先の融通条件によ

る。ただし、市財政の

都合により据置期間を

短縮し、若しくは繰上

償還し、又は低利に借

換えすることができる。 
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議案第３３号 

 

令和５年度狭山市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 

補正予算別冊のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 



 

 

令和５年度狭山市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 

 令和５年度狭山市国民健康保険特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

１ 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６３７，９４１千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１５，３９９，２４８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「別表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11,496,946 △711,672 10,785,274

1 11,496,946 △711,672 10,785,274

1,340,699 73,731 1,414,430

1 1,000,000 0 1,000,000

2 340,699 73,731 414,430

16,037,189 △637,941 15,399,248

歳  入 （単位：千円）

 別表　歳入歳出予算補正

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額 計

3 県支出金

県補助金

5 繰 入 金

他会計繰入金

基金繰入金

                      歳             入             合             計



11,379,088 △708,708 10,670,380

1 9,901,123 △627,247 9,273,876

2 1,431,350 △81,461 1,349,889

4,170,857 0 4,170,857

1 2,764,282 0 2,764,282

2 1,054,053 0 1,054,053

3 352,522 0 352,522

160,798 △2,964 157,834

1 160,798 △2,964 157,834

22,671 73,731 96,402

1 22,670 73,731 96,401

16,037,189 △637,941 15,399,248

償還金及び還付加算金

                      歳            出            合            計

保健事業費

8 諸支出金

介護納付金分

5 保健事業費

医療給付費分

後期高齢者支援金等分

高額療養費

3 国民健康保険事業費納付金

2 保険給付費

療養諸費

歳  出 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額 計
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議案第３４号 

 

令和５年度狭山市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

 

補正予算別冊のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 



 

 

令和５年度狭山市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

 

 令和５年度狭山市介護保険特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

１ 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，７２０千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１３，１３４，５４６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「別表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2,211,464 320 2,211,784

2 113,071 320 113,391

2,396,043 3,400 2,399,443

1 1,832,043 3,400 1,835,443

13,130,826 3,720 13,134,546                      歳             入             合             計

6 繰 入 金

他会計繰入金

2 国庫支出金

国庫補助金

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額 計

歳  入 （単位：千円）

 別表　歳入歳出予算補正



11,968,631 166 11,968,797

1 11,068,393 166 11,068,559

403,244 3,400 406,644

1 403,244 3,400 406,644

373,255 154 373,409

4 0 154 154

13,130,826 3,720 13,134,546                      歳            出            合            計

6 諸支出金

利用者負担軽減支援事業費

4 基金積立金

基金積立金

2 保険給付費

サービス給付費

歳  出 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額 計
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議案第３５号 

 

令和５年度狭山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 

 

補正予算別冊のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 



 

 

令和５年度狭山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 

 

 令和５年度狭山市後期高齢者医療特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

１ 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９，９３０千円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ２，７７５，１１７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「別表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



427,331 △9,930 417,401

1 427,331 △9,930 417,401

2,785,047 △9,930 2,775,117

歳  入 （単位：千円）

 別表　歳入歳出予算補正

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額 計

                      歳             入             合             計

2 繰 入 金

一般会計繰入金



2,709,903 △9,930 2,699,973

1 2,709,903 △9,930 2,699,973

2,785,047 △9,930 2,775,117                      歳            出            合            計

2 後期高齢者医療広域連合納付金

後期高齢者医療広域連合納付金

歳  出 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額 計
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議案第３６号 

 

   令和６年度狭山市一般会計予算 

 

 

 予算別冊のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－5－ 

令和６年度狭山市一般会計予算 

 

 

 令和６年度狭山市一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５３，５４７，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

３，０００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。 



 第１表　歳入歳出予算
歳   入 （単位：千円） （単位：千円）

1 14

1 市 民 税 1 負 担 金

2 固定資産税 15

3 軽自動車税 1 使 用 料

4 市たばこ税 2 手 数 料

5 都市計画税 16

2 1 国庫負担金

1 自動車重量譲与税 2 国庫補助金

2 地方揮発油譲与税 3 国庫委託金

3 森林環境譲与税 17

3 1 県負担金

1 利子割交付金 2 県補助金

4 3 県委託金

1 配当割交付金 18

5 1 財産運用収入

1 株式等譲渡所得割交付金 2 財産売払収入

6 19

1 法人事業税交付金 1 寄 附 金

7 20

1 地方消費税交付金 1 特別会計繰入金

8 2 基金繰入金

1 ゴルフ場利用税交付金 21

9 1 繰 越 金

1 環境性能割交付金 22

10 1 延滞金、加算金及び過料

1 国有提供施設等所在市町村助成 2 市預金利子

交付金等 3 貸付金元利収入

11 4 受託事業収入

1 地方特例交付金 5 収益事業収入

2 新型コロナウイルス感染症対策 6 雑    入

地方税減収補填特別交付金 23

12 1 市    債

1 地方交付税

13

1 交通安全対策特別交付金

款 項 金　　　額 款 項 金　　　額

市    税 21,906,094

9,731,800

分担金及び負担金 170,156

9,766,228

170,156

357,250

使用料及び手数料 865,260

995,000

593,675

1,055,816

271,585

地方譲与税 322,000

国庫支出金 7,973,456

230,000

6,610,028

75,000

1,330,660

17,000

32,768

利子割交付金 7,500

県支出金 3,766,167

7,500

2,678,524

配当割交付金 100,000

832,388

100,000

255,255

株式等譲渡所得割交付金 170,000

財産収入 178,367

170,000

134,117

法人事業税交付金 300,000

44,250

300,000

寄 附 金 170,000

地方消費税交付金 3,455,000

170,000

3,455,000

繰 入 金 4,299,099

ゴルフ場利用税交付金 34,000

70,663

34,000

4,228,436

環境性能割交付金 75,000

繰 越 金 600,000

75,000

600,000

国有提供施設等所在市町村助成 630,000

諸 収 入 1,256,245

交付金等

27,801

地方特例交付金 174,456

6

160,000

341,985
630,000

129,233

70,000

地方交付税 3,930,000

687,220
14,456

15,000

－6－

3,930,000

市    債 3,149,200

交通安全対策特別交付金 15,000

3,149,200

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 53,547,000

－7－



歳   出 （単位：千円） （単位：千円）

1 3 中学校費

1 議 会 費 4 幼稚園費

2 5 社会教育費

1 総務管理費 6 保健体育費

2 徴 税 費 11

3 戸籍住民基本台帳費 1 公 債 費

4 選 挙 費 12

5 統計調査費 1 予 備 費

6 監査委員費

3

1 社会福祉費

2 児童福祉費

3 生活保護費

4 災害救助費

4

1 保健衛生費

2 清 掃 費

5

1 労働諸費

6

1 農 業 費

7

1 商 工 費

8

1 土木管理費

2 道路橋りよう費

3 都市計画費

4 住 宅 費

9

1 消 防 費

10

1 教育総務費

2 小学校費

款 項 金　　　額 款 項 金　　　額

議 会 費 315,409 1,340,836

315,409 127,028

総 務 費 5,822,617 893,424

4,770,854 1,301,452

578,716 公 債 費 3,951,373

382,131 3,951,373

31,697 予 備 費 100,000

21,421 100,000

37,798 歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 53,547,000

民 生 費 23,945,625

11,031,418

10,573,003

2,280,162

61,042

衛 生 費 4,045,702

1,884,948

2,160,754

労 働 費 19,422

19,422

農林水産業費 187,403

187,403

商 工 費 720,875

720,875

土 木 費 6,974,725

192,461

教 育 費 5,333,096

902,788

767,568

－8－ －9－

984,336

5,557,142

240,786

消 防 費 2,130,753

2,130,753



-－10－ 

第２表 債務負担行為              

事       項 期   間 限   度   額 

総合計画策定支援業務委託料 
令和 ６年度から 

令和 ７年度まで 

 

９，０００ 

 

住居表示管理システム導入委託料 
令和 ６年度から 

令和 ７年度まで 
６，９９６ 

包括的支援事業システム使用料 
令和 ６年度から 

令和１０年度まで 
１５，８４０ 

立地適正化計画策定委託料 
令和 ６年度から 

令和 ７年度まで 
１０，０００ 

狭山市駅加佐志線調整池及び久保川調節池整備

事業費 

令和 ６年度から 

令和 ８年度まで 
２３９，４００ 

教育振興基本計画策定支援業務委託料 
令和 ６年度から 

令和 ７年度まで 
５，７２０ 

移動図書館車更新事業費 
令和 ６年度から 

令和 ７年度まで 
２９，５００ 

 

 

 

第３表 地方債 

起 債 の 目 的  限 度 額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法  

財 産 管 理 事 業 費 1,700 

普通貸借 

又は 

証券発行 

４．０％以内 

借入先の融通条件によ

る。ただし、市財政の

都合により据置期間を

短縮し、若しくは繰上

償還し、又は低利に借

換えすることができる。 

庁 用 車 管 理 事 業 費 2,900 同  上 同  上 同    上 

市庁舎設備等改修事業費 54,700 同  上 同  上 同    上 

旧水野保育所解体事業費 117,200 同  上 同  上 同    上 

 

 

 

（単位：千円） 

（単位：千円） 
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議案第３７号 

 

   令和６年度狭山市国民健康保険特別会計予算 

 

 

 予算別冊のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 
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議案第３８号 

 

   令和６年度狭山市介護保険特別会計予算 

 

 

 予算別冊のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 
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議案第３９号 

 

   令和６年度狭山市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 

 予算別冊のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 
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議案第４０号 

 

   令和６年度狭山市水道事業会計予算 

 

 

 予算別冊のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 
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議案第４１号 

 

   令和６年度狭山市下水道事業会計予算 

 

 

 予算別冊のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 







― 11 ― 

 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法 

災害援護資金貸付事業費 

 

 

3,500 

 

 

普通貸借 
延滞の場合を除

き無利子 

災害弔慰金の支給等に

関する法律（昭和４８

年法律第８２号）に基

づき埼玉県が定めた融

通条件による。 

稲 荷 山 環 境 セ ン タ ー 

設 備 改 修 事 業 費 
66,000 

普通貸借 

又は 

証券発行 

４．０％以内 

借入先の融通条件によ

る。ただし、市財政の

都合により据置期間を

短縮し、若しくは繰上

償還し、又は低利に借

換えすることができる。 

道 路 修 繕 事 業 費 93,400 同  上 同  上 同    上 

道 路 改 良 事 業 費 19,100 同  上 同  上 同    上 

橋りよう維持保全事業費 22,900 同  上 同  上 同    上 

水 路 改 良 事 業 費 26,200 同  上 同  上 同    上 

入曽駅周辺整備事業費 1,565,000 同  上 同  上 同    上 

狭 山 市 駅 加 佐 志 線 

整 備 事 業 費 
296,900 同  上 同  上 同    上 

旧消防団第４分団第２部

車 庫 解 体 事 業 費 
14,900 同  上 同  上 同    上 

西中学校施設整備事業費 48,300 同  上 同  上 同    上 

中学校校舎等改修事業費 542,900 同  上 同  上 同    上 

公 民 館 改 修 事 業 費 9,000 同  上 同  上 同    上 

博 物 館 改 修 事 業 費 119,600 同  上 同  上 同    上 

臨 時 財 政 対 策 債 

 

 

 

 

145,000 同  上 

４．０％以内 

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる資金に

ついて、利率の

見直しを行った

後においては、

当該見直し後の

利率） 

同    上 

計 3,149,200    
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議案第４２号 

 

   市道路線の認定について 

 

 下記の路線を市道に認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条

第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

路  線  名 
起         点 

重要な経過地 
終         点 

Ｂ 第 ７ ４ ５ 号 線 
狭山市大字北入曽字中原４２５番８地先  

狭山市大字北入曽字中原４６０番１０地先 

 

 

  令和６年２月２０日提出 

 

       狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 開発行為により新設された路線を市道に認定したいので、この案を提出するもので

ある。  
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議案第４３号 

 

   市道路線の認定について 

 

 下記の路線を市道に認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条

第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

路  線  名 
起         点 

重要な経過地 
終         点 

Ｂ 第 ７ ４ ６ 号 線 
狭山市大字南入曽字前原３８０番１３地先  

狭山市大字南入曽字前原３８０番３８地先 

Ｂ 第 ７ ４ ７ 号 線 
狭山市大字南入曽字前原３８０番４２地先  

狭山市大字南入曽字前原３８０番３７地先 

 

 

令和６年２月２０日提出 

 

       狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 開発行為により新設された路線を市道に認定したいので、この案を提出するもので

ある。 
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議案第４４号 

 

   市道路線の廃止について 

 

 下記の市道の路線を廃止したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０

条第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

路  線  名 
起         点 

重要な経過地 
終         点 

Ｆ第１０８１号線 
狭山市大字笹井字西八木２７４９番３地先  

狭山市大字笹井字西八木２７５８番地先 

 

 

令和６年２月２０日提出 

 

       狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 法人からの道路敷地買取申請により市道の路線を廃止したいので、この案を提出す

るものである。 


